
豊 前 警 察 署 の 交 通 指 導 取 締 り 指 針

路線・地域 時間帯 区間・区域 規制速度

築城駅前交番管内 築城校区

横
断
歩
行
者
等
妨
害

路線・地域 地区 時間帯

宇島駅前交番管内 八屋校区

午前７時から午前９時
午後３時から午後５時

椎田交番管内 椎田校区
午前７時から午前９時
午後３時から午後５時

宇島駅前交番管内 午前７時から午後７時 八屋校区、三毛門校区 30～法定

国道１０号 午前７時から午後７時 行橋署署境（築上町弓の師）から下唐原交差点の間 40～法定

県道中津豊前線 午前７時から午後７時 豊前市舟入交差点から吉富町広津交差点 40～法定

50

速
度
超
過

県道椎田勝山線 午前７時から午後７時 行橋署署境（築上町弓の師）から椎田IC入口交差点の間

午前７時から午前９時
午後３時から午後５時

豊前警察署では高齢者と児童を交通事故から守ることを目標に掲げ、次の路線、地域、時間帯を重点に交通指導取締り活動を
推進します。
また、重大事故につながる可能性の高い横断歩行者等妨害等、速度超過、交差点関連違反、携帯電話使用等については、

下記路線・地域、時間帯の他にも交通指導取締り活動を実施します。
飲酒運転にあっては、県警の活動重点である「飲酒運転対策の強化」に向けて、管内全域で、時間帯に捉われず、交通指導

取締りを強化します。
※ 重点以外の交通違反、取締り路線、地域、時間帯であっても、運転者の遵法精神を喚起するための交通指導取締りをラン
ダムに取り入れることで、交通事故の抑止を目指します。

管内の交通事故発生状況（令和６年１月～６月）及び重点路線等の選定理由

※ 交通事故の発生状況、取締り要望等の状況によっては、上記以外の地域、時間帯で

あっても取締りを強化します。

○ 重点路線

交通事故が多発している国道１０号、県道中津豊

前線、県道椎田勝山線を重点路線とします。

○ 重点地域

交通事故が多発している宇島駅前交番管内、

八屋校区、三毛門校区を重点地域とします。

重点路線等の選定理由

交通事故発生状況及び重点地域の選定理由

※ 児童、高齢者の安全な通行を確保

するため管内の通学路、生活道路に

おいても取締りを強化します。

速度超過の取締り重点

横断歩行者等妨害等の取締り重点

交通事故発生状況（令和6年1月～6月）

時間帯別交通事故発生状況路線別交通事故発生状況

交番・駐在所別交通事故発生状況校区別交通事故発生状況

校区別交通事故発生状況 交番・駐在所別交通事故発生状況
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○ 管内では、午前９時台の７件を中心に日中時間帯に事

故が多発。

時間帯としては、午前７時台から午後７時台までが２件

から７件の間で推移しています。

○ 事故多発路線は、主に国道１０号線。

その他県道中津豊前線、県道椎田勝山線で４件ずつ

と発生が多い。

○ 事故多発地域としては宇島駅前交番管内、築城駅前

交番管内、椎田交番管内等で交通事故が多発していま

す。

交通事故発生状況

増減数 増減数 増減数

53 -21 7 +4 4 -3

　 死亡事故 0 -1 0 ±0 0 ±0

重傷事故 3 +1 1 +1 0 ±0

軽傷事故 50 -21 6 +3 4 -3
注　増減数は前年同期比（以下同じ。）

項目
全事故 歩行者関連事故 自転車関連事故

交通事故発生件数

○ 八屋校区は小・中・高校が点在し通学時間帯の歩行者・自転車が多く、スーパー

銀行、郵便局等も密集しており、道路横断者等が多く、交通事故も多発していること

から重点地域とします。

○ 築城校区は小学校・中学校が点在し、付近に国道１０号や県道椎田勝山線が

通っており、築城校区や国道１０号、県道椎田勝山線での交通事故も多発してい

てることから重点地域とします。

○ 椎田校区には小・中・高校、さらには銀行・役場・ＪＲ椎田駅等が多数あり、交通

事故も多発していることから重点地域とします。

重点地域の選定理由



地区 時間帯 取締り罪種

交
差
点
関
連
交
通
違
反

国道１０号
行橋署署境（築上町弓の師）から

下唐原交差点の間
午前７時から午後７時

　　　　　　交差点関連交通違反
　　　　　　　・信号無視
　　　　　　　・一時不停止

県道中津豊前線
豊前市舟入交差点から

吉富町広津交差点
午前７時から午後７時

県道椎田勝山線
行橋署署境（築上町弓の師）から

椎田IC入口交差点の間
午前７時から午後７時

宇島駅前交番管内 八屋校区 午前７時から午後７時

路線・地域

路線・地域 時間帯 取締り罪種

携
帯
電
話
使
用
等

国道１０号線 午前７時から午後７時

携帯電話使用等県道中津豊前線 午前７時から午後７時

県道椎田勝山線 午前７時から午後７時

上記以外にも、悪質・危険な違反に重点を置いた交通指導取締りを管内全域で実施しています。

交通事故発生状況及び重点路線等の選定理由

○ 重点路線

国道１０号、県道中津豊

前線、県道椎田勝山線で交

通事故多発していることから

重点路線とします。

○ 重点地域

宇島駅前交番管内で交通

事故が多発していることから

重点地域とします。

携帯電話使用等違反の取締り重点路線の選定理由

○ 管内の交通事故で１番

多く発生しているのが追突

事故で、追突事故の主な要

因となり得る携帯電話使用

等の違反に対する取締りを

強化します。
○ 国道１０号、県道中津豊
前線・県道椎田勝山線の３
路線において交通事故が
多発していることから重点
路線とします。

※ 交通事故の発生状況、取締り要望等の状況によっては、上記以外の地域、時間帯であっても取締りを強化します。

※ 交通事故の発生状況、取締り要望等の状況によっては、上記以外の地域、時間帯であっても取締りを強化します。

交差点関連交通違反（信号無視、一時不停止）の取締り重点

携帯電話使用等の取締り重点

重点路線等の選定理由

重点路線の選定理由

路線別交通事故発生状況時間帯別交通事故発生状況 交番・駐在所別交通事故発生状況

路線別交通事故発生状況類型別交通事故発生状況 時間帯別交通事故発生状況
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八津田小学校

八津田保育園

豊前警察署

弓の師

椎田ＩＣ入口

東八幡

一本松

広津

山田

唐原

県道寒田下別府線

行橋警察署

管内

県道椎田勝山線

県道中津豊前線

県道犀川豊前線

県道豊前耶馬溪線

三毛門小学校

宇島駅

八屋中学校

築城駅

椎田南ＩＣ

○ 速度超過 ～ 国道１０号・県道中津豊前線

県道椎田勝山線・宇島駅前交番管内

○ 横断歩行者等妨害等 ～ 宇島駅前交番・築城駅前交番管内

椎田交番管内

○ 交差点関連交通違反 ～ 国道１０号、県道中津豊前線、県道

椎田勝山線、宇島駅前交番管内

○ 携帯電話使用等 ～ 国道１０号・県道中津豊前線、県道椎田勝

山線

法定速度

国道１０号

豊前警察署管内

県道吉富本耶馬渓線

大
分
県
中
津
市

大分県耶馬渓町


